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藤沢市長 鈴木 恒夫  様 

                         藤沢市個人情報保護制度 

                                          運営審議会会長  畠山 鬨之 

 

 

教育・保育給付に関すること及び保育所，認定こども園及び地域型保育事業の 

利用調整に係るコンピュータ処理について（答申） 

 

２０１８年（平成３０年）５月３０日付けで諮問（第９１９号）された教育・保育

給付に関すること及び保育所，認定こども園及び地域型保育事業の利用調整に係るコ

ンピュータ処理について，次のとおり答申します。 

 

 

１ 審議会の結論 

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。以下「条例」

という。)第１８条の規定によるコンピュータ処理を行うことは適当であると認め

られる。 

 

２ 実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たりコンピュータ処理を行う必

要性は，次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

子ども・子育て支援新制度においては，保育所，認定こども園，地域型保育事

業（以下「保育所等」という。）につき，保育利用するに当たっては，すべての

市町村は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」と

いう。）第２０号第１項の規定に基づき，支援法第１９条第１項第２号又は第３

号の区分に係る認定を受けた子どもについて，市町村が児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条第３項及び附則第７３条第１項に規定する利用の調整

を行うこととなっている。 

   本市における保育所等の利用申請等は現在，窓口受付となっており，申請者は

平日の開庁時間内での手続又は郵送による申請を行っている。 

   利用申請手続に係る市民の利便性の向上を図るため，２０１８年（平成３０年）

７月より新たに申請者本人の取り得る申請手段の一つとして電子申請システムに

よる受付を行うことについて検討している。 



受付業務で利用する電子申請システムは，神奈川県市町村電子自治体共同運営

サービスにおいて提供されるもので，２０１５年（平成２７年）３月１２日付け

藤沢市個人情報保護制度運営審議会答申第７１８号で承認されているものであ

る。 

この電子申請による受付は条例第１８条のコンピュータ処理に該当することか

ら，「教育・保育給付の支給認定申請書兼保育施設利用申込書」「保育施設利用

継続届出(兼台帳)」「認定申請書」に係るコンピュータ処理について諮問するも

のである。 

(2) コンピュータ処理の必要性 

保育施設利用を希望する者は藤沢市が指定する期日までに書類一式を提出しな

ければならない。 

申請・届出の電子化は，従来窓口で行っていた受付処理について，「電子自治

体の総合窓口」として，インターネット上で展開するものである。就労等の理由

で窓口申請できない希望者がいる中，総合的かつ汎用的な受付事務を電子的に行

うことで，市民の利便性の向上を図ることができることとなることから，コンピ

ュータ処理を行う必要性がある。 

(3) 電子申請システムで取り扱う個人情報 

ア 申請する子どもの氏名（読み仮名），生年月日，性別，健康状況，保育状況，

個人番号，生活保護の適用状況 

イ 保護者の氏名（読み仮名），住所，生年月日，性別，連絡先，個人番号，勤

務先名，勤労実績，単身赴任の有無，給与形態，予定を含む産育休または育児

短時間の取得状況，自営業者による事業者証明情報，健康状況，介護（看護）

状況，市町村民税課税情報，生活保護の適用状況， 

ウ 保護者を含む同一世帯の構成員，生年月日，性別，子どもとの続柄，就労等

の状況，個人番号 

エ 保護者が介護（看護）する被介護（看護）者の氏名，子どもとの続柄，住所，

健康状況，介護を必要とする具体的な内容 

オ 申請する子どものきょうだいの入所，通所，通学状況 

カ 保育を希望する理由，家庭の状況 

  (4) 電子申請 

電子申請については，本市ホームページから電子申請システムを利用する方法

となる。 

現在，国において，妊娠，出産，育児等に係る国民の子育ての負担軽減を図る

ため，地方公共団体における子育て関連の申請等について，マイナポータルから

居住自治体の子育てサービスを検索し，オンライン上で子育てサービスの利用が

できる子育てワンストップサービスが提供されており，「教育・保育給付の支給

認定申請書兼保育施設利用申込書」「保育施設利用継続届出(兼台帳)」「認定申

請書」の電子申請についても，ワンストップサービスの一つとして，利用をでき



るようにする。 

本市における子育てワンストップサービスを利用する電子申請は，電子署名を

行わない方法と，電子署名を行う方法にわけて運用する予定となっている。電子

署名を行う申請者が申請したデータの管理については，個人番号含む申請用の

URLを別に設け，個人番号利用端末のみアクセスを許可する運用を行う。 

(5) システムの安全性 

ア 契約方法 

    システムを経営する富士通株式会社神奈川支社支社長と神奈川県が，神奈川

県市町村電子自治体協議会を代表して提供委託業務契約を締結して運用し，本

市は神奈川県と協定を締結し，システムを利用している。また，本市はシステ

ムを運営する同社と個人情報の取扱いに関する協定を締結することにより，条

例を適用させている。 

イ 電子申請システムで取り扱う個人情報について 

(ｱ) 利用者登録情報 

利用者は，申請を行う自治体ごとに利用者規約に同意し，本人の利用者

情報を登録する。また，利用者情報の登録は本人確認の手段であって，この

利用者情報を他の用途に使用しない。 

ａ システムの利用者登録情報は各自治体ごとに管理している。 

ｂ 利用者はシステムの利用に当たり申請・届出手続を行うそれぞれの自治

体ごとにあらかじめ本人としての利用者登録を行う。 

ｃ 利用者が登録した個別の情報は，登録先の自治体の担当者及び利用者以

外は参照・修正ができない。 

ｄ 実施機関は利用者の個人情報として氏名・住所・メールアドレスを収集

している。 

    (ｲ)  申請書情報 

ａ 申請書情報は各自治体ごとにデータベースに格納・管理している。 

ｂ データベースに格納された申請書情報は，申請者及び申請先の自治体の

担当者以外は参照・修正はできない。 

ｃ 各自治体の担当者は審査等を行う際に担当事務の申請書情報に限りア

クセスすることができる。 

ｄ システム利用者は必要に応じ申請の審査状況等をシステムに照会する

ことができる。 

ウ ネットワーク 

     電子申請システムは利用者側が通信するインターネットからのセキュリティ

がＦ／Ｗ（ファイアウォール）等により十分に確保され，インターネット通信

はＳＳＬを利用した暗号化により情報の外部漏えいを防ぐ。 

     職員は専用回線の総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用し，システム

のログインにはＦ／Ｗによるセキュリティが確保され，ＬＧＷＡＮについても



暗号化が図られ，ＬＧＷＡＮと庁内の情報系ネットワークの接続についてもＦ

／Ｗによるセキュリティ管理が行われる。 

エ 施設及びシステム要件 

     当該システムのインターネットデータセンター施設については，ファシリテ

ィ要件や外部ネットワーク接続環境要件及び内部ネットワーク接続要件，ウェ

ブアプリケーションのセキュリティ対策，情報システム安全対策基準への適合

として設置基準・技術基準・運用基準を細かく設定するなど，厳重なセキュリ

ティ対策を実施している。 

オ 管理基準 

     サービス提供事業者のセキュリティポリシーが管理基準となっている。 

     運用・保守業務はＩＴＩＬに基づき構築し，ＳＬＡ（サービスレベルアグリ

ーメント）を定め，ＳＬＭ（サービスレベルマネージメント）を行っている。

ＳＬＭについては，ＩＳＯ９００１に適合するよう管理策を構築し，運用・保

守業務に係る個人情報保護対策および情報セキュリティ対策については，ＩＳ

Ｏ１５００１とＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）に基づく体系的な管理

策を構築している。また，プライバシーマーク制度の使用許諾事業者認定も取

得している。 

(6)  実施時期 

２０１８年（平成３０年）７月予定 

(7) 添付書類 

ア 個人情報取扱事務届出書 

イ 藤沢市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務取扱要領 

ウ 教育・保育給付の支給認定申請書兼保育施設利用申込書 

(ｱ) 提出書類確認票 

(ｲ) 保育所入園申込みの児童調査書 

(ｳ) 就労証明書 

(ｴ) 就労状況申告書 

(ｵ) 診断書 

(ｶ) 介護（看護）状況申告書 

(ｷ) 保育証明書 

エ 保育施設利用継続届出書（兼台帳） 

オ 認定申請書 

カ システムの安全性に関する資料 

(ｱ)  電子自治体共同運営センター機能要件 

(ｲ)  電子申請データ受け取りイメージ図 

(ｳ)  個人情報の取扱いに関する協定書 

 

３ 審議会の判断理由 



当審議会は，コンピュータ処理を行うことについて，次に述べる理由により審議

会の結論のとおりの判断をするものである。 

(1) コンピュータ処理をする必要性について 

実施機関では，コンピュータ処理を行う必要性について，次のように述べてい

る。 

申請・届出の電子化は，従来窓口で行っていた受付処理について，「電子自治

体の総合窓口」として，インターネット上で展開するものである。就労等の理由

で窓口申請できない希望者がいる中，総合的かつ汎用的な受付事務を電子的に行

うことで，市民の利便性の向上を図ることができることとなることから，コンピ

ュータ処理が必要となる。 

以上のことから判断すると，コンピュータ処理をする必要性が認められる。 

(2) 安全対策について 

実施機関では，次のような安全措置を講じている。 

ア 契約方法 

    システムを経営する富士通株式会社神奈川支社支社長と神奈川県が，神奈川

県市町村電子自治体協議会を代表して提供委託業務契約を締結して運用し，本

市は神奈川県と協定を締結し，システムを利用している。また，本市はシステ

ムを運営する同社と個人情報の取扱いに関する協定を締結することにより，条

例を適用させている。 

イ 電子申請システムで取り扱う個人情報について 

(ｱ) 利用者登録情報 

利用者は，申請を行う自治体ごとに利用者規約に同意し，本人の利用者

情報を登録する。また，利用者情報の登録は本人確認の手段であって，この

利用者情報を他の用途に使用しない。 

ａ システムの利用者登録情報は各自治体ごとに管理している。 

ｂ 利用者はシステムの利用に当たり申請・届出手続を行うそれぞれの自治

体ごとにあらかじめ本人としての利用者登録を行う。 

ｃ 利用者が登録した個別の情報は，登録先の自治体の担当者及び利用者以

外は参照・修正ができない。 

ｄ 実施機関は利用者の個人情報として氏名・住所・メールアドレスを収集

している。 

    (ｲ)  申請書情報 

ａ 申請書情報は各自治体ごとにデータベースに格納・管理している。 

ｂ データベースに格納された申請書情報は，申請者及び申請先の自治体の

担当者以外は参照・修正はできない。 

ｃ 各自治体の担当者は審査等を行う際に担当事務の申請書情報に限りア

クセスすることができる。 

ｄ システム利用者は必要に応じ申請の審査状況等をシステムに照会する



ことができる。 

ウ ネットワーク 

     電子申請システムは利用者側が通信するインターネットからのセキュリティ

がＦ／Ｗ（ファイアウォール）等により十分に確保され，インターネット通信

はＳＳＬを利用した暗号化により情報の外部漏えいを防ぐ。 

     職員は専用回線の総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用し，システム

のログインにはＦ／Ｗによるセキュリティが確保され，ＬＧＷＡＮについても

暗号化が図られ，ＬＧＷＡＮと庁内の情報系ネットワークの接続についてもＦ

／Ｗによるセキュリティ管理が行われる。 

エ 施設及びシステム要件 

     当該システムのインターネットデータセンター施設については，ファシリテ

ィ要件や外部ネットワーク接続環境要件及び内部ネットワーク接続要件，ウェ

ブアプリケーションのセキュリティ対策，情報システム安全対策基準への適合

として設置基準・技術基準・運用基準を細かく設定するなど，厳重なセキュリ

ティ対策を実施している。 

オ 管理基準 

     サービス提供事業者のセキュリティポリシーが管理基準となっている。 

     運用・保守業務はＩＴＩＬに基づき構築し，ＳＬＡ（サービスレベルアグリ

ーメント）を定め，ＳＬＭ（サービスレベルマネージメント）を行っている。

ＳＬＭについては，ＩＳＯ９００１に適合するよう管理策を構築し，運用・保

守業務に係る個人情報保護対策および情報セキュリティ対策については，ＩＳ

Ｏ１５００１とＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＩＳＭＳ）に基づく体系的な管理

策を構築している。また，プライバシーマーク制度の使用許諾事業者認定も取

得している。 

以上のことから判断すると，安全対策上の措置が施されていると認められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは適当であると認められ

る。 

 

以  上 

 

 


